
北洋銀行アプリ 利用規定 

 

（2025 年 12 月 4 日現在） 

「北洋銀行アプリ」利用規定（以下、「本規定」といいます）は、株式会社北洋

銀行（以下、「当行」といいます）がお客さまのスマートフォン（以下、「端末」

といいます）にダウンロードされたアプリケーション「北洋銀行アプリ」（以下、

「本アプリ」といいます）を利用して提供する「北洋銀行アプリサービス」（以

下、「本サービス」といいます）を、お客さまにご利用いただく場合の条件等

を定めたものです。 

お客さまは、本規定に同意していただいた場合に、本アプリをダウンロード

し本サービスをご利用いただけます。 

1. 本規定の適用範囲 

本規定は、本サービスを利用する方ご本人（以下「利用者」といいます）に適

用されます。 

利用者が本サービスを利用する場合には、本規定のほか、以下に記載する

関連規定等が準用されるものとします。 

＜関連規定＞ 

ほくようID利用規定、総合口座取引規定、普通預金規定、ほくようWeb口座

特約、自動継続期日指定定期預金規定、自動継続スーパー定期[自由金利

型定期預金（M型）]規定（単利型）、自動継続スーパー定期[自由金利型定

期預金（M型）]規定（複利型）、自動継続自由金利型定期預金規定、期日

指定定期預金規定、スーパー定期[自由金利型定期預金（M型）]規定（単

利型）、スーパー定期[自由金利型定期預金（M型）]規定（複利型）、自由金

利型定期預金規定、積立式定期預金規定、積立定期預金規定、財産形成

期日指定定期預金規定、財形年金預金規定、財形住宅預金規定、外貨普

通預金規定、外貨定期預金規定、貯蓄預金規定、振込規定、デビットカード

サービス規定、各種ローン規定、ほっくー電子交付サービス利用規定、北洋

Web口座振替受付サービス規定、キャッシュカード規定、ICキャッシュカード

特約、Pay-easy（ペイジー）口座振替受付サービス取引規定、北洋-JCB デ



ビット会員規約、北洋-JCB デビット保証委託約款、預金口座振替規定、

JCB デビット会員向け特則、Oki Doki ポイントプログラム利用規定、Oki Doki

ポイントプログラム利用規定にかかる特則、MyJCB利用者規定、MyJチェッ

ク利用者規定、MyJ チェック利用者規定にかかる特則、J/Secure(TM)利用

者規定、北洋-JCB デビット特約、My JCB アプリ利用者規定、証券取引規

定集、投資信託取引申込に関するご説明、契約締結前交付書面 投資信

託受益権振替決済口座に関する契約のご説明、投信ダイレクトご利用規定、

生命保険商品のご提案にあたって、特定個人情報等保護宣言（マイナンバ

ーポリシー） 

 

2. 本サービス 

本サービスの主な内容は以下のとおりです。 

(1) ほくよう ID の代表口座およびサービス利用口座の残高、入出金明細情報の提供 

(2) ほくよう IDの代表口座およびサービス利用口座のうち、円貨普通預金（決済用普

通預金、総合口座型カードローンを含みます）および貯蓄預金を対象とした振替

取引の提供 

(3) ほくよう IDの代表口座およびサービス利用口座のうち、円貨普通預金（決済用普

通預金を含みます）および貯蓄預金からの当行本支店および他行口座宛の振込

取引の提供 

(4) ほくよう ID の代表口座およびサービス利用口座のうち、定期預金口座に入金す

る取引および定期預金を解約する取引の提供 

(5) 定期預金の口座開設取引の提供 

(6) 北洋-JCB デビットの取引情報等の表示 

(7) 北洋-JCB デビットの申込み 

(8) ほくよう ID の代表口座およびサービス利用口座のうち、カードローン口座から借

入する取引、カードローン口座へ返済する取引の提供、および入出金明細情報

の表示 



(9) 北洋-JCB デビット会員専用Web サービスへの認証連携 

(10) 通帳レス口座への切替え 

(11) 端末への本アプリに関するお知らせや、当行の商品またはサービス、キャンペー

ン等の情報に係るプッシュ通知機能を利用した通知 

(12) 普通預金口座開設、北洋-JCB デビット、投資信託（NISA）の口座開設の各申込

み 

サービスの詳細は、当行ホームページでご確認ください。 

3. 利用条件等 

(1) 利用対象者 

本サービスをご利用いただける方は、ほくよう ID のユーザー登録のある個人の

利用者となります。事業用口座は対象外となります。各機能固有の利用条件に

ついては、「5．本サービスの機能」に記載します。 

(2) 利用対象口座 

本サービスご利用口座は、ほくよう ID の代表口座およびサービス利用口座に登

録されている口座となります。 

(3) 利用時間 

本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。なお、利用時間

内であっても、臨時のシステムメンテナンスの実施等により本サービスの全部ま

たは一部がご利用できない場合があります。 

(4) 使用できる機器 

本アプリは当行所定の端末でのみ、ご利用いただけます。ご利用いただける環

境については、当行ホームページでご確認ください。 

(5) 利用登録 

本サービスの利用を希望する利用者は、本規定を承認したうえで、本アプリをダ

ウンロードし、本サービスの利用登録を行うものとします。 

(6) マイナンバーカードの利用 

本サービスによる取引の一部は、マイナンバーカードを利用した公的個人認証サ

ービスを利用します。 



(7) 本アプリの利用およびダウンロード（本アプリのバージョンアップ等の再ダウンロ

ードを含みます）にかかる通信料は利用者のご負担となります。 

(8) 当行は、本サービスの全部または一部について、追加、停止、終了ならびにサー

ビス内容および利用条件の変更を行うことがあります。 

4. 本人確認 

本サービスのご利用についての利用者の確認は次の方法により行うものと

します。 

(1) 本アプリの利用登録時には、ほくようIDのログインによりユーザー名（または店番

号および口座番号）とパスワードの一致を確認することで本人確認を行います。

そのうえで、ログインパスコードおよび生体認証の設定を行う必要があります。本

アプリにログインする際はログインパスコードもしくは生体認証機能にてログイン

してください。 

(2) ログインパスコード 

① ログインパスコードとは、本アプリにログインする際、ほくよう IDの代わりに利

用者が登録したログインパスコードを利用者の本人確認の方法として用いる

機能をいいます。 

② 本アプリの利用登録時には、ログインパスコードを本アプリに登録してくださ

い。なお、他人から推測されやすい生年月日や連続した数字は避け、他人に

知られないように管理してください。 

③ ログインパスコードを失念した場合は、本アプリ上で再度利用登録を行ってく

ださい。 

(3) 届出電話番号による追加認証 

① 届出電話番号による追加認証は、本サービスの利用に際し、当行に届け出

いただいた利用者の代表口座の元帳登録電話番号宛に、自動音声または

ショートメッセージにて、認証番号が通知され、4.（1）または 4.（2）に定められ

た本人確認に加えて、通知された認証番号を端末の画面上に入力すること

により、本人確認を行う機能をいいます。 



② 通知された認証番号には所定の有効期限があります。有効期限が切れた場

合は再度はじめから操作していただく必要があります。 

③ 認証番号は絶対に他人に教えないでください。 

(4) 生体認証機能 

① 生体認証機能とは、本アプリにログインする際、ほくよう IDの代わりに利用者

ご自身の生体情報（利用者の端末に登録されている生体認証機能）を利用

者の本人確認の方法として用いる機能をいいます。 

② 生体認証機能は利用者の端末が生体情報に関する認証機能に対応してい

る場合のみ用いることができます。また、利用者の端末が生体情報に関する

認証機能に対応している機種であっても、端末自体の制約によりご利用いた

だけない場合があります。 

③ 当行は登録された生体情報自体の取得は行わないため、生体情報の管理

責任・義務を負いません。登録された生体情報および認証データが保存され

た利用者の端末は、利用者の責任において厳重に管理するものとします。 

(5) マイナンバーカードによる本人確認（公的個人認証） 

① マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書または利用者証明

用電子証明書を利用して本人確認を行います。具体的には、マイナンバーカ

ードの IC チップを端末で読み取り、署名用電子証明書または利用者証明用

電子証明書を利用するための暗証番号（署名用電子証明書は 6桁～16 桁

の英数字、利用者証明用電子証明書は 4桁の数字）を入力していただきま

す。 

② 当行は、署名用電子証明書または利用者証明用電子証明書の有効性確認

を行うために、認証業務情報（電子署名等に係る地方公共団体情報システ

ム機構の認証業務に関する法律（平成 14 年法律第 153 号）第 44 条に規定

する認証業務情報をいう）を利用します。 

 

5. 本サービスの機能 

本サービスでは、本アプリを利用して以下の各機能を提供します。 



(1) 残高照会 

ほくよう ID の代表口座およびサービス利用口座の残高照会ができます。定期預

金はお預り番号毎の明細が照会できます。 

(2) 入出金明細照会 

ほくよう ID の代表口座およびサービス利用口座のうち、円貨普通預金、貯蓄預

金の入出金明細の照会ができます。ほくよう ID のユーザー登録月の 6か月前の

1 日にさかのぼって照会することができます。それ以前の明細は照会できません。

ただし、2022 年 12 月 30 日以前にほくよう ID の代表口座およびサービス利用口

座として登録している口座については、2018 年 1月 1日までさかのぼって照会す

ることができます。 

(3) 通帳モード 

ほくよう ID の代表口座およびサービス利用口座のうち、円貨普通預金および貯

蓄預金の差引残高が確認できます。また、入出金明細にメモの登録ができます。

メモに登録した情報は、本アプリでのみ利用できます。調べたいキーワードを入

力することでお取引内容、または、登録済メモを検索できます。 

(4) 振込・振替 

① 振込は、ほくよう ID の代表口座およびサービス利用口座のうち、利用者の円

貨普通預金（決済用普通預金、総合口座型カードローンを含みます）および

貯蓄預金から、当行本支店および他行の口座宛に利用者が指定した金額を

振り込むことができます。 

② 振替は、ほくよう ID の代表口座およびサービス利用口座のうち、利用者の円

貨普通預金（決済用普通預金を含みます）および貯蓄預金の間で、利用者

が指定した金額を振り替えることができます。 

③ 振込資金または振替資金の引落しにあたっては、当行の各種の規定等にか

かわらず、通帳・カードおよび払戻請求書等の提出を不要とし、当行所定の

方法により取扱います。 

④ 振込手数料または組戻し手数料等の引落しにあたっては、当行の各種の規

定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書等の提出を不要とし、当

行所定の方法により取扱います。 

⑤ 以下の各号に該当する場合、本サービスの振込・振替のお取扱いはしませ

ん。 



A. 振込または振替の取引金額が、利用者が指定した口座より払戻すことの

できる金額（当座貸越を利用できる金額を含む）を超えるとき 

B. 利用者が指定した口座が解約されたとき 

C. 利用者が指定した口座に対して、支払停止の届け出があり、それに基づ

き当行が所定の手続きを行ったときや、口座名義人より入金禁止の手続

きがとられているとき 

D. 差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき 

E. 本規定に反して、利用されたとき 

⑥ 取引成立後の変更または取消しはできません。万一、やむをえない事情によ

り、変更または取消しを行う場合には、当行所定の方法に従うものとし、所定

の手数料がかかる場合があります。 

⑦ 不正な振込等を防止するため、その可能性があると当行が判断した場合は、

当該振込を一時的に保留できるものとします。また、調査の結果不正な振込

もしくは懸念があると当行が判断した場合、振込はお取扱いしません。なお、

これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 

(5) 定期預金 

① ほくよう ID の代表口座およびサービス利用口座のうち、利用者の円貨普通

預金（決済用普通預金を含みます）および貯蓄預金から依頼金額を引き落と

し、利用者のサービス利用口座のうち利用者の指定する定期預金口座へ入

金することができます。なお、適用金利は入金日における当行所定の金利と

します。 

② ほくよう IDのサービス利用口座に登録した定期預金のうち、利用者の指定す

る定期預金を解約し、特約口座に入金することができます。 

③ ほくよう IDの代表口座およびサービス利用口座を特約口座として、定期預金

口座を開設することができます。 

(6) 北洋-JCB デビット連携 

① 本アプリ用の端末に利用者が登録した株式会社ジェーシービーが提供する

会員専用WEBサービス（MyJCB）（以下、「MyJCB」といいます）の認証情報

を利用し、本アプリ上で利用者の決済口座が当行の普通預金口座である北

洋-JCB デビットの取引情報等を表示することができます。 



② 取引情報等の表示にあたっては、以下のすべての条件を満たす必要があり

ます。 

A. 北洋-JCB デビットをお持ちであること。 

B. 北洋-JCB デビットの決済口座が、本アプリに登録されている普通預金

口座であること。 

C. MyJCB に北洋-JCB デビットで会員登録し、MyJCB ID とパスワードをお

持ちであり、MyJCB 外部接続サービス利用規定へのご同意をいただい

ていること。 

③ 利用者の端末に表示される取引情報は、MyJCB に表示されるものと同じで

あり、必ずしも最新かつ全ての情報を含むものとは限りません。 

④ 当行は、株式会社 JCB より提供された情報を本アプリで利用することに加え、

データ分析等により利用者へのサービス改善や提案、サービスの開発の目

的のほか本規定「１０．情報利用について」の範囲内で活用させていただきま

す。 

(7) 北洋-JCB デビットの申込み 

① 本アプリから北洋-JCBデビットの申込みができます。なお、北洋-JCBデビッ

トの契約には所定の審査がございます。 

② 本アプリによりお申込みいただける方は以下に該当する方に限ります。 

A. 当行で北洋-JCB デビットをお持ちでない方 

B. 15 歳以上（中学生除く）の方 

C. 日本国籍をお持ちの方 

D. 携帯電話番号もしくは市外局番を含む電話番号をご登録いただいてい

る方 

E. その他当行所定の条件を満たす方 

(8) カードローン取引 

① カードローンの借入は、ほくよう ID の代表口座およびサービス利用口座のう

ち、対象のカードローン口座から利用者が指定した金額を円貨普通預金、貯

蓄預金に入金することで行います。ニュービジネスカードローンについては、

本サービスの対象外となります。 



② カードローンの返済は、ほくよう ID の代表口座およびサービス利用口座のう

ち、円貨普通預金、貯蓄預金から利用者が指定した金額を引き落とし、対象

のカードローン口座へ入金することで行います。なお、貸越残高を超過する

入金はお取扱いしません。ニュービジネスカードローンについては、本サービ

スの対象外となります。 

③ 当行所定の時間内の借入および返済は即時に取引処理を行います。当行

所定の時間以外に本アプリで受付した取引については、翌営業日（ただし、0

時から当行所定の時限前に受付た場合は当日）に取引処理を行います。 

(9) 投資信託（NISA）の口座開設 

① 投資信託口座は、特定口座（源泉徴収あり、配当受入あり）の開設、NISA 口

座の開設を申込みできます。本アプリより投資信託口座を開設した場合、投

資信託に関する帳票の交付方法は、電子交付となります。紙媒体での交付

をご希望の場合は、営業店にお問い合わせください。 

② 本機能のご利用は、下記「5.(12)普通預金口座開設、北洋-JCB デビット、投

資信託（NISA）口座開設同時申込み」による申込みに限定されます。（2025

年 12 月 4 日現在） 

③ 本アプリによりお申込みいただける方は以下に該当する方に限ります。 

A. 当行で投資信託口座を未開設の方 

B. NISA口座を未開設の方（他の金融機関を含む）。「非課税口座廃止通知

書」または「勘定廃止通知書」の添付をともなう NISA 口座の開設を行わ

ない方（NISA 口座開設申込みの場合） 

C. 満18歳以上 80歳未満かつ、お申込年の１月１日時点で満 18歳以上の

方 

D. 日本国籍をお持ちの方 

E. マイナンバーカードに登録されている情報が、現在の住所・生年月日・性

別と一致している方 

F. マイナンバーカードの氏名にアルファベットが含まれない方、当行にお届

けの氏名にアルファベットが含まれない方、ミドルネーム（中間名）を持た

ない方 

G. マイナンバーカードが有効期限内の方 



H. 日本に居住の方 

I. 税務上の居住地国が日本のみの方 

J. 外国の要人（外国の政府などに類する期間で重要な地位についていた

ことがある、またはその家族）に該当しない方 

K. その他当行所定の条件を満たす方 

④ 本アプリの操作により投資信託口座、NISA 口座開設の申込みができ、申込

書への記入や届出の印章による記名押印または署名は不要です。 

⑤ 以下のいずれかに該当した場合は、当行は利用者に事前に通知することな

く投資信託口座の開設の取消し、投資信託取引の停止、または投資信託口

座を解約することができるものとします。なお、投資信託口座が開設の取消

し、取引の停止、または解約となった場合は、NISA 口座も同様の扱いとなり

ます。 

A. 利用者が存在しないことが明らかになった場合、また投資信託口が利用

者の意思によらず開設されたことが明らかになった場合 

B. 利用者が振替決済口座管理規定（取引残高報告書式）第17条第2項に

該当した場合 

C. 住所、連絡先変更の届出を怠る等、利用者の責に帰すべき事由により、

当行において利用者の所在が不明となった場合 

D. 投資信託口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその

おそれがあると認められる場合 

⑥ 投資信託口座の開設の取消し、投資信託取引の停止、または投資信託口座

の解約により、利用者に生じた損害については、当行は一切責任を負いま

せん。また、この取消し、停止、解約により当行に損害が生じたときは、利用

者はその損害額を支払うものとします 

 

(10) 通帳レス口座への切替え 

① 通帳レス口座とは、紙の通帳を使用せず、スマートフォンアプリを通じて口座

残高や取引明細を確認できる口座のことをいいます。ほくよう ID の代表口座

およびサービス利用口座のうち、円貨普通預金、貯蓄預金、定期預金を通帳



レス口座へ切替えることができます。通帳レス口座への切替え後は、紙の通

帳は利用できなくなります。 

② 貯蓄預金および定期預金は、総合口座普通預金に紐づく口座を通帳レス口

座へ切替えることができます。 

③ 通帳レス口座への切替え後、紙通帳に変更する場合は最寄りの本支店窓口

で手続きが必要です。 

④ 預金の預入れ、払戻し、解約に関する手続き 

A. 通帳レス口座で預金の預入れや払戻しを行う場合は、当行本支店窓口

および ATM でお取引が可能です。 

B. 窓口で預金の預入れを行う場合は、当行所定の入金票に記入し、該当

の預金口座のキャッシュカードとともにご提出ください。キャッシュカード

をご提示いただけない場合は、本アプリにログインした状態の画面をご

提示ください。 

C. 窓口で預金の払戻しを行う場合は、当行所定の払戻請求書に記入し、

該当の預金口座のキャッシュカードとともにご提出ください。キャッシュカ

ードをご提示いただけない場合は、本アプリにログインした状態の画面を

ご提示いただき、払戻請求書にお届印を押印してください。 

D. 窓口で通帳レス口座を解約する場合は、当行所定の解約依頼書に記入

し、お届印を押印のうえ、該当の預金口座のキャッシュカードとともにご

提出ください。 

(11) プッシュ通知 

① お客さまのスマートフォンへ本アプリに関するお知らせや、当行の商品また

はサービス、キャンペーン等の情報をプッシュ通知にて通知することがありま

す。 

② プッシュ通知を希望しない場合は、本アプリの設定画面にて通知許可をオフ

にしてください。ただし、重要なお知らせについては、通知許可をオフにして

いる場合にも通知することがあります。 

③ 当行からのプッシュ通知は、利用者がプッシュ通知による通知を受領できた

か否かに関わらず、通常到達すべき時に、利用者に通知したものとみなしま

す。 



(12) 普通預金口座開設、北洋-JCB デビット、投資信託（NISA）口座開設同時申込み 

① 普通預金口座開設、北洋-JCB デビットおよび投資信託（NISA）口座開設を

同時に申込みします。 

② 本アプリより開設される口座は「普通預金規定」ならびに付随する各取引の

規定により取扱います。 

③ 本アプリにより申込みを行うには、マイナンバーカードによる本人確認等が必

要です。マイナンバーカードによる本人確認を行えない場合、またはお取引

状況等によってはご利用いただけない場合があります 

④ 本アプリにより開設される普通預金口座は、通帳の発行を行いません。 

⑤ 本アプリによりお申込みいただける方は以下に該当する方に限ります。 

A. 普通預金口座開設、北洋-JCB デビットおよび投資信託（NISA）口座開

設 共通 

 北洋銀行で初めて普通預金口座を開設する個人の方 

 15 歳以上（中学生除く）の方 

 日本国籍を保有し、居住地国（現在まで引き続いて 1年以上住んで

いる国）も日本であり、北海道に居住している方 

 外国の要人（外国の政府などに類する期間で重要な地位について

いたことがある、またはその家族）に該当しない方 

 米国人等（米国市民、米国籍、米国永住権（グリーンカード）保有者、

米国居住者）に該当しない方 

 ミドルネーム（中間名）を持たない方 

 マイナンバーカードに登録されている情報が、現在の氏名・住所・生

年月日・性別と一致している方 

 マイナンバーカードが有効期限内の方 

B. 北洋-JCB デビット 

 5.(7)②を参照 

C. 投資信託（NISA）口座開設 



 5.(9)③を参照 

6. 取引限度額 

(1) 振替による 1回当たりの取引限度額は当行所定の金額とします。 

(2) 振込による 1回当たりおよび 1日当たりの取引限度額（以下、「振込限度額」とい

います）は当行所定の金額とします。振込限度額の確認および引き下げは本ア

プリから行えますが、振込限度額の引き上げは当行本支店の窓口での手続が必

要となります。 

7. 利用の停止・解除および退会 

(1) 利用者からの申し出によるサービス利用停止 

① 利用者が本サービスの利用を停止する場合には、当行所定の方法によって

当行に申し出てください。当行はこの申し出を受けた時は、本サービスの利

用を停止する措置を講じます。当行はこの申し出の前に生じた損害について

は、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。な

お、本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続きが必要です。手

続きが完了するまでは、本サービスはご利用いただけません。 

② 本サービスが利用可能な状態のままほくよう ID を退会されると、本サービス

は利用できなくなります。また、本サービスご利用口座を解約した場合、当該

口座での本サービスの機能は利用できなくなります。 

(2) 当行からのサービス利用停止 

① 本アプリを不正に使用される恐れがあると当行が判断した場合、または、利

用者のご利用方法が当行および当行の利用者に対して明らかに不利益を与

えると当行が認めた場合等、当行が本サービスの利用停止を必要とする相

当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、利用者に事前に通知することな

く、本サービスの全てまたは一部の利用停止の措置を講じることができま

す。 



② ほくよう ID の代表口座が解約された場合、本サービスは利用ができなくなり

ます。また、本サービスご利用口座が解約された場合、当該口座での本サー

ビスの機能は利用できなくなります。 

③ 前各号における措置により利用者の情報が削除されたために生じた損害に

ついて当行は一切その責任を負いません。 

（3） 退会 

   利用者は本アプリが不要になった場合、当行所定の退会手続きが必要です。な

お、退会手続きが完了するまでは、本規定が適用されます。 

8. 禁止事項 

(1) 利用者は本サービスおよび本アプリを自身による利用のみを目的とし、本サービ

スおよび本アプリに基づく利用者の権利について譲渡、質入れ、第三者の権利を

設定すること、第三者に利用させることはできません。 

(2) 利用者は本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・修

正・蓄積・転送・改変・リバースエンジニアリングまたはこれに類する行為を行って

はなりません。 

9. 知的財産権等 

本アプリにかかる著作権その他一切の知的財産権は当行または正当な権

利を有する第三者に帰属します。 

10. 情報利用について 

(1) 当行の「個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）」に基づき、適切にｔうものとし

ます。なお、個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）と本規定が異なる場合は、

本規定が優先します。 

(2) 本アプリではサービス向上のため、お客さまのスマートフォン等から以下の情報

を自動的に取得することがあります。 

① 端末情報（閲覧履歴等の本サービスの利用状況） 



② 位置情報（お客さまがスマートフォン等の設定で位置情報の送信を許可され

た場合） 

(3) 本アプリではサービス向上のため、Firebase Analytics（Google 社）等の当行が選

定した企業が提供する分析ツールを利用します。また、個人を特定できない形式

で収集されたデータは当該分析ツールにも送信、保持される場合があります。収

集された情報は当該企業のプライバシーポリシーに基づき管理され、当行は当

該分析ツールのサービス利用について責任を負わないものとします。 

(4) 当行および提携会社等の広告配信のため、広告配信事業者等に対してメールア

ドレス、電話番号およびCookie等をハッシュ化（元の形式に戻せない処理）し、個

人を識別する情報を含まない形式で提供することに同意していただきます。提供

された情報は当該企業のプライバシーポリシーに基づき管理されます。広告配信

事業者等については、こちらのリンクをご覧ください。 

11. 免責事項 

(1) 本サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・情報漏えい等が生じた場合、

そのために利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当

行は一切の責任を負いません。 

(2) 端末の紛失盗難その他事故により、本アプリが不正使用され、口座の情報を第

三者に閲覧された場合であっても、それにより生じた損害について当行は一切の

責任を負いません。 

(3) 端末の障害、機種変更、端末初期化、電源オフおよび圏外時の利用、通信機械

およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害により、本サービスの提供が遅延

もしくは不能となった場合、これらに関連して利用者に損害が発生したとしても当

行は一切の責任を負いません。 

12. 本規定の変更 

(1) 当行は、本規定を、ほくよう ID の仕様の変更その他相当の事由があると認めら

れる場合には、利用者の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相

当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な内容に変更することができ

ます。 



(2) 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページで公表し、

公表の際に定める 2週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものと

します。 

13. 合意管轄 

本サービスに関する一切の紛争（裁判所の調停手続を含む）については、札幌地方

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

14. その他 

(1) 当行は、利用者が本規定に同意することを条件として、本アプリを利用者の端末

でのみダウンロードして利用することのできる、非独占的かつ譲渡不能の使用権

を無償で許諾するものとします。 

(2) 当行は、利用者が本規定に違反した場合に、いつでも利用者に許諾した本アプリ

の使用権を停止させ、または使用権を失効させることができるものとします。この

場合、利用者は直ちに本アプリをアンインストールまたは削除するものとします。 

(3) 本アプリは、日本その他外国の輸出入規制の対象となる可能性のあるものであ

り、利用者が本アプリをインストールした端末を日本から国外へ持ち出す際には、

関連法令を遵守し、これに違反した行為により生じた問題につき、利用者自身の

責任と負担で解決するものとします。 

 

 

PayB サービス利用にかかる追加規定 

PayB サービスの利用に際しては、「北洋銀行アプリ」利用規定に加え、

PayB サービス利用にかかる追加規定（以下、「本追加規定」といいます）を

適用します。なお、特段の定めのない限り、「北洋銀行アプリ」利用規定にお

ける定義は、本追加規定においても適用されるものとします。 



1. PayB サービスの内容 

PayB サービス（以下、「本サービス」といいます）とは、当行が決済事務につ

いて業務提携しているビリングシステム株式会社と加盟店契約を締結した

企業・各種団体・組織・機関等（以下、「加盟企業」といいます）の発行した払

込票、請求書等（以下、「払込票等」といいます）についての支払をする際に、

本アプリのバーコード機能を用いて、当該払込票等に印字された請求情報

等を記録したバーコードを読み取り、本アプリの画面上に表示された請求金

額その他の情報を確認のうえ、当行所定の方法で支払承認をすることによ

り、お客さまがあらかじめ本アプリに登録した支払手段によって、当該請求

金額を支払うことができるサービスです。当行は、お客さまのために、当該

支払手段に係る手続を行うとともに、加盟企業に代わってお客さまによる支

払を受け、後日加盟企業との間で代金の精算を行います。お客さまは、本

サービスの利用に係る氏名、支払先、請求金額等の情報が、本サービスに

係る決済事務履行の目的でビリングシステム株式会社に提供されることに

同意するものとします。 

2. ご利用条件 

お客さまは、 本サービスでは支払い代金の領収書が発行されないことを承

諾のうえ本アプリを使用するものとし、支払内容の詳細は、支払の都度お客

さまの登録メールアドレスに送信される支払完了通知メールおよび本アプリ

の画面上の取引履歴で確認するものとします。また、1 日当たりの支払限度

額は当行所定の金額とします。 

3. 加盟企業との取引 

お客さまが本サービスを通して行う加盟企業との取引は、お客さまと加盟企

業との直接取引となり、また、これら取引の詳細は加盟企業の取引規約・利

用規約、プライバシーポリシー・個人情報保護方針等によって規定されます。

当行は、当該取引について当行が直接的にサービス提供者となる場合を除

き、取引の当事者とはならず取引に関する責任は負いません。したがって、

取引に際し万一トラブルが生じた際には、お客さまと加盟企業との間で解決

していただくことになります。 



4. 本追加規定の変更 

当行は、本追加規定を、相当の事由があると認められる場合には、利用者

の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変

更にかかる事情に照らして合理的な内容に変更することができます。この

場合、本追加規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページ等

で公表し、公表の際に定める 2週間以上の相当な期間を経過した日から適

用されるものとします。 

5. 合意管轄 

本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判

所を管轄裁判所とします。 

以上 


